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学校規模適正化第２期実施計画（案） 北千里小学校保護者説明会 
 
１ 日 時 平成１７年１１月２７日（日） 
      午前１０時～午後１時３０分 
  
２ 場 所 北千里小学校体育館 
 
３ 出席者 北千里小学校ＰＴＡ会長 徳永 康之、保護者 約９７名               

吹田市教育委員会   理事   北野 敞義 
         教育企画人権室 室長   京江 民治 
         学校教育部   総括参事 高橋 一秀 
         教育企画人権室 参事   本田 正勝 
                 参事   川下 貴弘 
                 主査   上村 里三 
         教育総務課        廣瀬 康彦 
 
４ 進 行 

（１）北野理事挨拶 
（２）高橋総括参事 配布資料「学校規模の適正化を進めます」「第２期学校規模

適正化事業実施計画（案）検討概要」「適正化に向けての４

案の評価比較表」に基づき説明 
（３）北千里小学校ＰＴＡ 徳永会長挨拶 
（４）質疑応答 
 

５ 北野理事挨拶および質疑応答の要旨等 
○北野理事挨拶 
本日はお休みのところ学校規模適正化第２期実施計画（案）の説明会にご参加をい

ただきありがとうございます。すでにご承知のこととは思いますが、この計画案につ

きましては、昨年（平成１６年）から説明会を開催させていただき、秋には関係者に

よる検討委員会を設置をし、意見具申をいただいて方向性を決めて参るという考えで

ございましたけれども、残念ながら検討委員会では意見がまとまらず、最終的には委

員各位のご意見を報告するという形で終わりました。このため、今年になりまして、

教育委員会としまして各関係者にご意見を伺って参りましたが、いろんな意見がござ

います。もちろん反対の方もあれば賛成の方もおられます。いろんな意見がございま

すので、あらためましてこういう説明会を再度開かせていただき、計画案をまとめて

参りたいと考えております。今日配付いたしました資料につきましては、後ほど私ど
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もの方から説明をさせていただきます。今日の予定は一応２時間ということになって

いますけれども、こういう説明会が１回で終わるというふうには考えておりません。

何回か意見の交換をさせていただいて、他の地域でもこういう説明会を予定をいたし

ております。そういう中でみなさんのお声を十分検討しながら、最終的な計画をまと

めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願い申しあげます。 
 
○質疑応答の要旨等 
※ 発言者について 
   北千里小学校保護者・・・発言者の順にアルファベットで表記 
   教育委員会事務局・・・・「教」で表記 

発言者Ａ氏 
Ａ それでは、質問させていただきます。北小の父兄として、去年からこういう問題が

あって、父兄、子どもたちがちょっと心が揺れているというか、あまりいい状態では

ないときに、またこの問題が出てきてちょっと動揺していますけれども、私たち父兄

は、子どもたちがいい環境の中で成長してほしい、それから、混乱してほしくない、

悲しい思いをしてほしくないということで、意見を言い、おかしなところは指摘をし

ていきたいと思います。今日は２つ質問させていただきたいと思います。まず１つは、

どうして北小は廃校になるのか。どう考えても、私はその決定的な答えがわからない

のでそれを確認したい。もう１つは、この問題をどのように決定していくかというプ

ロセス、これがちょっと私もわからないので、そのあたりも説明していただきたいと

思います。まず、１つ目のなぜ北小が廃校かということですけれども、今この北千里

小学校というのは適正規模であり何ら問題がない。今までに適正校が廃校になったと

いう例はあるのでしょうか。まず、そこをお聞きしたいです。 
教 適正校が廃校になった例は、基本的にはないというふうに我々も情報としてつかん

でいます。 
Ａ 私もそう思います。私の考えでは学校が廃校になるというのは、非常に重大な問題

であって、その学校が継続することができない何かの理由がなければ、廃校にはなら

ないと思います。例えば、生徒の数が減ってもうクラスも本当に少ない、これではき

ちんとした教育ができない、そういう場合であるとか、例えば、学校を取り巻く環境

が非常に悪くて、これでは子どもたちが勉強を続けるところではないという、何か問

題点があったときに私は廃校という話をすべきだと思うんです。私の考えではそうで

す。それを考えて、北小が廃校になるというその理由は何かあるんでしょうか。何か

北小に問題があるんでしょうか。 
教 北千里小学校に問題があるということは、決してないわけでございます。先ほど説

明をさせていただきましたように、私どもは青山台小学校の適正化をなんとか進める

ことができないかどうかということで、いろんなケースを考えてきたわけです。それ
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で、通常、隣接校でどうしていくかというようなことを検討していきますので、その

隣接校として、北千里小学校が該当をしてきたということと同時に、歴史的経過につ

いては、我々もそれが理由ということではあまり言いたくはないんですが、北千里小

学校ができてきた経過等も考慮しまして、それが第１の理由ではないんですけれども、

隣接校として、まず藤白台と北千里小学校を検討して、今申し上げましたような過程

を経まして、北千里小学校に合意をお願いをするということでございまして、北千里

小学校に問題があるから、廃校をしなければならない問題を抱えておられるから、と

いうふうには判断をしておりません。 
Ａ 私もそう思います。それで、青小が規模が小さいと、今年は７クラスですから、い

ちおう許容範囲という中で小規模校ではありませんよね。許容範囲であって、小規模

校ではないと。それから、北小をプロセスにというお話がありましたけど、それは私

は逆に訴えたいんですけれども、何か北小のことを調整校という、そういう感覚で見

てらっしゃる方がいますし、現にそういうご意見を聞いていますけど、調整校という

言葉が非常に問題がある言葉であって、調整校ということを言われると、何か学校の

ランク付けがあるみたいなので、北小はそんな学校ではないんです。非常にそれが迷

惑なことで、そのことを特にみなさんに聞いていただきたい。そういうことが理由の

１つに挙げられるとしたら、非常に心外だと思います。ですから、要するに北小には

問題はない。青小も私は今は許容範囲であって、それをすぐに数をくっつけるのでは

なくて、教育委員会として許容範囲である青小をもう少しトリートメントをしてあげ

て、より青小の子どもたちが勉強し易く、少人数の特性を生かした教育ができるかと

いうことに、お力を注ぐ方が私はより重要ではないかと思います。どうでしょう。 
教 もちろん、規模の小さな学校、そういった特色を生かしていく教育ということは、

絶えず教育委員会としては考えていく必要があるというふうに認識しております。た

だ、青山台小学校の、今年は７クラスで、来年は１クラス増えまして８クラス。再来

年になりますと７クラス、もう少し長期的に見ていきますと、２０年以降が６クラス

になっていくということで、許容範囲はあと来年を含めまして、２年か３年は続くだ

ろうというふうには思っておりますが、その先に見えてくるものが、やはり６学級と

いうことが、ある程度長期的に続くだろうということが予想されまして、これについ

ては、対応していく必要があると判断しております。 
Ａ お言葉を返すようですけども、去年この問題があったときに、私たちは青小は今年

６クラスになるとずっと言われてきたんです。もう小規模校ですから、早く何とかし

なければならない。６クラスということを言われ続けてきて、ふたを開けてみると今

年７クラスですね。要するに、教育委員会はきちんと数ヶ月先の人数の把握もできて

いない。ですから、数年先に６クラスになるというのは、可能性はあるとしても、私

としてはそれが本当に信憑性があることとは、とても思えないんです。その６クラス

になったときに手を付けても、私は遅くないと思いますし、もともとのお考えでは１
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年でこういう問題を解決をして、何かをしようと教育委員会は思ってらっしゃるので、

１年の期間でそういうことができるのであれば、私はそのときにこの問題をしても、

何の問題もないと思うんですけれども。それと、北小を廃校にしたらどうなる、どん

なメリットでもこんなメリットでもあるということですけれども、それに関しては、

１つ１つすべて私としては反論できるというか、北小のクラスが少ない。そんなこと

はないと思います。ここは、当時５クラスぐらいでやっていたというお話を聞きます

から、クラスが少ないということは絶対にありません。それから、給食室が、給食の

人数があまり確保できない（現在、北小は４００食対応だが、校区変更実施後、６０

０食分必要）。これは、経費をもらえば、それは解決することだと思います。何も決定

的な理由は全然ないと思うんです。ですから、今北小を廃校にするということは、私

としては納得いかないので、これぞ本当の理由ですということがあったら言っていた

だきたいんです。 
教 青山台小学校の児童推計、去年と今年に相違があったということですけれども、私

どもが児童推計を出す場合に、毎年５月の１日を基準といたしまして、向こう６年間

の推計というのを出しています。これは、１年経ちまして、また新たに、例えば１７

年度、今年でしたら、５月に児童推計を出すということで、去年出した推計と今年出

した推計と若干相違はあります。そういうことで、推計の出し方に問題があるのでは

ないかということですけれども、これはあくまで推計でありまして、その誤差という

のは一定あるだろうと。そうしたら、平成２０年度以降の、今年出しました青山台小

学校６クラスという推計ですけれども、これ自体おかしいのではないかとおっしゃる

かもわかりませんが、あくまで推計の世界でその可能性があるということで我々の範

囲内で判断をしていっています。それで、これが例えば単年度だけということならば、

どうかというようなことも判断いたしまして、これがやはり、３年、それ以降４年間、

６クラスが続いていくことについては、少し推計上としては見逃せない数字ではない

かと判断をしています。 
Ａ でも、それは推測の範囲ですよね。 
教 あくまで、将来の話で推計ですので、推測の域は出ません。 
Ａ そのときに青小が、小規模校になったときに、例えば、指針はどうなっているんで

しょうかというような、状態が変わってくるんですね、状況が、まわりがね。ですか

ら、そのときにすべてを管理して、もっといい解決論が私は出てくるんではないかと

思いますので、私は今はその時期ではないと思います。次の質問にいきたいと思いま

す。このプロセスですけれども、先日お伺いしたところによると、説明会をいろいろ

な場で設けて、そして、その意見を参考に、教育委員会の中でまず１つの結論を出し

て、それを議会で承認していただくというふうに私は認識しているんですけど、そう

でしょうか。 
教 プロセスのことですけれども、本日こういう案のご説明をしておりますが、他の地
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域でもこういう説明会を開催させていただき、この地域の関係者のご意見を賜って、

それで教育委員会として最終案をまとめて参りたいと考えております。去年は検討委

員会を設置をいたしまして、各地域の関係者にお集まりいただき、その中で意見がま

とまれば、教育委員会としてはそれを尊重させていただいて、最終計画案をまとめる

予定でございましたけれども、検討委員会が、先ほども説明しましたように個人意見

の表明に終わりましたので、我々といたしましては、検討委員会の開催は無理である

と判断いたしまして、このような形で説明会を開催させていただき、関係者のご意見

を賜る中で、教育委員会としての計画案をまとめ、最終的には市長部局ならびに議会

のご信任を得て、実施をして参りたいと考えています。 
Ａ そのプロセスがいいかどうかというのは、ちょっと疑問があるんですけれども、そ

うすると、いろいろな意見を聞くというのが説明会の場であるということですね。そ

れで、地域の人とか、いろんな学校関係とか、未就学の人たちの意見とか、そういう

ことを聞く機会というのは、どのように設定されているか決まってらっしゃるんでし

ょうか。 
教 とりあえず、決まっておりますのは、来週以降ですけれども、古江台小学校のＰＴ

Ａのみなさん、それから青山台小学校のみなさん方とお話をして参ります。それで、

日程調整もできておりませんけれども、本日２時間の予定でやっておりますけれども、

この２時間で解決するわけではございませんので、数回そういう説明会を今後ＰＴＡ

のみなさんと日程調整して参りたいと考えております。 
Ａ 説明会をしてくださると、どんな意見が出たとか、みなさんが自分の耳で聞いて、

認識することができるので、すべてをそういう場でやっていただけるということです

か。例えば、地域の方の意見というのはどのようにしてお知りになるんでしょうか。 
教 もちろん、去年もやりましたけれども、連合自治会長さんとそういう話をしており

ますけれども、それぞれ青山台地区の説明会、古江台地区の説明会を、連合自治会の

みなさんと相談させていただいて、やる予定にしております。 
Ａ そういうものは、私たちもどのような内容だったということを知ることができるん

ですか。 
教 本日の会議録を作りまして、当然それはオープンにして参りますので、それぞれの

自治会で説明会をやった後にも、会議録を作りまして公開をして参ります。 
Ａ 私たちの意見が本当に反映されるかというのは、最終的に教育委員会に持ち帰って

決めるというところに、非常に私は不透明だと思いますので、こんな意見が出たとい

うことがみなさんがはっきりと認識できるようであれば、その意見が反映されたかど

うかを私たちも確かめることができますので、ぜひそこはそういう形でオープンにし

ていただきたいと思います。 
教 オープンでやって参ります。 
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発言者Ｂ氏 
Ｂ 今の質問にも関係します、先日うちのＰＴＡからご質問させていただきまして、そ

の回答（「吹田市立小・中学校の規模適正化第二期実施計画（案）」の説明会について

（質問と要望）に対する回答）の中にもございます（２）の２で、この辺にも関係し

てくるところでちょっとご質問させていただきます。今回の学校規模の適正化という

ことの検討に際しましては、まずその現状認識、例えば、青山台小学校が人数が少な

い、藤白台小学校が増えているといったところの把握が大切なんですが、今後の推移、

いわゆるこの地区の就学児童、生徒が今後どのように変化していくかについて、正確

に予測していくことは一つ大切なことではないかと私は認識しております。先ほど、

予測の方向に関連して、回答がございましたけれども、それについて少し言わせてい

ただきます。例えば、古江台地区で申し上げますと、今年の７月に大阪府、具体的に

申し上げますと建築都市部が、千里古江台住宅の建替えの計画に関しまして、具体的

な検討に着手したということはご承知のとおりだと思います。これは現況２５棟、１

５００戸を次世代の集合住宅ということに関して、基本計画を策定していこうという

ことなんです。ここでまず１つ目の質問です。今回、ご提示いただいている最初の資

料（学校規模の適正化を進めます）の就学児童の推移は、特にこの代替案の数字です

けれども、この予測値というのがこういった計画が反映されたものなのかどうかとい

うことを確認させてください。 
教 今おっしゃいました、古江台の府営住宅の建替えに伴う児童数がどうなるかという

ことの推計は、この推計には反映しておりません。 
Ｂ これに限った話じゃなくて、いろいろな計画が今後出てくると思いますので、そう

いったあたりをきちんと把握していきながら、進めていくという姿勢が大切じゃない

かと思っております。２つめです。今回ご提示がありましたが、５～６年程度の予想

期間について、果たしてこの地域の、特に千里ニュータウン、もう４０年経過してか

なり様子が変わってきていますが、この周りの地域でもかなり建替えとか新しくマン

ションができるとか、いろんな問題というか、そういうことが出てきていますが、将

来に関して、この５～６年で方向性を出すということが適切とお考えでしょうか。 
教 ただいまの質問にお答えいたしますその前の質問ですけれども、新しい府営住宅等、

推計上には出ておりませんが、我々は当然、推計以外でどうなっていくかということ

も一定判断しております。おっしゃいましたように、古江台の府営住宅の建替えは、

私どもの情報では８１４戸の建替え計画ははっきりしていると聞いておりますので、

関係いたします部署、それから府の関係課に行きまして、状況等の判断をしまして、

どうなっていくかということの一定の判断をしております。府営住宅については、建

替えというのは、現有の建替え数以下も考えられるという判断もいただいています。

その以下になった場合に余剰地がどうなるかというようなことも含めまして、一定お

聞きをしております。当然、余剰地については公共用地であるとか、最終そういうこ
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とがなければ民間に売却するという予想、お話も少し聞いておりますけども、そうい

うことによりまして、若干、住宅数の増加は考えられるのは考えられ、それに伴いま

して児童数の増加ということが考えられますけれども、そのことによって非常に大き

な児童数の予想数を上回るという結果にはならないのではないかという一定の判断を

させていただいています。 
Ｂ ならないんじゃないかという判断が何でできるんですか。ちなみに、昨年度の１２

月の定例議会の中で、都市整備部長さんの答弁で、要するに各住宅事業所による建替

え後のこうした計画については、近い将来に向けて対応策を求められているんだと言

っているわけです。それで、吹田市内の学校とか保育所、この受け入れ態勢にそごを

来たすことがないように、開発担当指導部局から、住宅関係機関や学校規模適正化第 2
期実施計画検討委員会ならびに住宅マスタープランの策定と関係部局内外への早期の

情報提供をし、調整をはかりながら協議を進めて参りたいと答弁されている。そのあ

たりで具体的にそういうことをやっているんですか。 
教 連絡調整、お互いの情報交換はやっております。今、私が申し上げました児童の増

加というのは予想されるけれども、それが非常に大きな増数にはならないという一定

の判断をしているのは、例えば、府営住宅の古江台の８１４戸の建替えは、最大でも

８１４戸の建替えであるということで、現在お住みになっておられる方が、再度お住

みになるということで、児童数が増える要素は基本的にはないであろうと考えており

ます。ただ、８１４戸がすべて建て替わるということではなく、戻ってこられる方が、

今８１４戸すべてお住まいではないのですけれども、例えば７０％で戻ってくるだろ

うということを大阪府が算定をすれば、その７０％の住宅戸数は建て替わりまして、

その８１４戸の敷地の残った部分に余剰地が出て参りますので、そこで新たな住宅が

建てられた場合には、そのときの児童数の増加というのは考えられると思います。 
Ｂ わかりました。その辺の詳細な説明を求めているわけではないんで、要するにスタ

ンスの問題です。もう１つです。これまでに、いろいろと私どもとこういう説明会の

中で意見交換をさせていただいていますが、そういったところで、今日の話では、検

討委員会の中での最後の各委員の意見の取りまとめの話しかなかったですが、今まで

たくさんの意見が出ていますよね。そういったことに対してきちんとお答えになって

きていますか。総括して今回そのお答えであるということなのかもしれませんけれど

も、やはり進め方としていろいろな貴重な意見が出ているわけですよ。それに対して

タイムリーにきちんと答える。それが基本じゃないですか。そういうことをなぜきち

んと公表しないんですか。ホームページや何かでもそういうことをお知らせできるで

はないですか。 
教 去年の経過については、最終的にいただきました意見書については、ホームページ

に掲載をしております。随時、その去年の経過についてホームページに載せるかとい

うお話になりましたけれども、それはかえって混乱をきたすということで、お話があ
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りましたので、そのことは控えさせていただいて、去年の集大成としての意見書につ

いては、吹田市のホームページに掲載をさせていただきました。 
Ｂ 個人的にはそういうことがきちとんとディスクロージャーされていないことが、混

乱の原因の１つではないかと思っていることを付け加えます。それと、今日の検討概

要の資料で、このＡ４で表裏にある分で、①のところの第 4 案についてうんぬんと説

明がある中の、７行目から８行目にかけて、「この案では３住区を巻き込んだ形での協

議となるため、実現の可能性から考えた場合にもっとも困難な計画。」この意味合いは

どういうことですか。我々でも、例えば３番目、青山台１丁目、ここだけだったら簡

単にいくということですか。 
教 決して簡単にいくということではないですし、私どもが今提案させていただいてい

る案につきましても、北千里小学校の保護者のみなさん方にご理解を得るのは非常に

難しいであろうという認識はしております。そういう意味で、これは２住区であろう

が３住区であろうが、難しさについては同じだと思いますが、いろいろ３つの住区を

巻き込んでということになりますと、より問題が複雑になるであろうと判断をして、

難しさから言えば、この案については３住区を巻き込んだ形ですので難しい。だから、

決して２住区だから簡単であるということでの判断をしたものではありません。 
Ｂ 揚げ足を取るわけではないですけれども、こういった表現は不適切だと思います。

住区がどうのこうではないです。学校規模適正化の問題を考えるときに、関連する地

域がどうのこうのということを、こういったところにお載せになるのは不適切じゃな

いか、誤解を招くんじゃないかなという意味で申し上げています。以上でございます。 
 

発言者Ｃ氏 
Ｃ 今回、以前から言われてきたことではあるんですが、再来年の４月をメドにという

ことで、新たに検討し直していただいた、吹田市教育委員会の方で考え直していただ

いた案を拝見させていただいて、やはりまだいくつかの疑問点があります。というの

は、なぜ、再来年なのかという時期のことが気になりまして、１つには、これはこと

に取りざたされているアスベストのことなんです。アスベストの話に関して言うと、

これはどこでも条件は一緒だと思います。今のところ危険性に関しては。どこの小学

校、中学校、高校、幼稚園、どこであっても出てき得る問題だと思います。それは認

識しております。なので、どこがどうとかいうのは今のところはありませんけれども、

ただ、それが危険性が分かっているにもかかわらず、それを調査して、その結果、ど

こそこの小学校がいくぶんマシでしたとか、どこそこ中学校の方がちょっとひどかっ

たですとか、そういういちおう調査結果みたいなものがあった上で、じゃあいた仕方

ないかなということもあるかなとは思うんですが、まだこれだけ問題が取り立たされ

ている時期にも関わらず、そのことが何１つ出てきていないのは一体どういうことな

のかなとちょっと疑問に思っております。それがまず１点です。それから、私の中で
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はある程度、実施されるというか、こちらも子どもたちに関する部分は、必要なこと

はやっていかなくてはならないという意識はあります。ただ、その中で、この再来年

に実施されるということを考えた場合に、非常におざなりになっている地域というか

学年があります。というのは、今の北千里小の古江台に住んでいる５年生です。再来

年に古中に行かなくてはいけないと言われている人たちです。その人たちは、今まで

構築してきた青山台の子どもたちとの関係というのは、もうそれはおしまいになって

しまうのですかね。兄弟関係で青山台小に行く子たちは、それ以降も青山台小に行く

ことがＯＫと言われているんですが、古中に絶対に行かなければいけないというとこ

ろが私としてはちょっと、人数が少ないから、あなたたちは泣きをみなさいみたいに

思えてしまうんですが、それは母親としてちょっと見境がなくなっている意見なんで

しょうか。そして、もう１つ肝心なことをお忘れになっています。地域のこと、地域

のこととおっしゃっていますが、地域の中にもう１つ非常に大事な団体がいることを

お忘れです。ＰＴＡのことが何１つ会議に見られておりません。ＰＴＡ同士の連携を

取っていかないことには、この話は最終的にはきちっと進まない話だと思います。今、

ＰＴＡ同士の提携というのは何１つ進められていないというか、もちろん、去年度の

望月会長の時にそれぞれ古江台小学校、青山台小学校と、それから青山台中学校との

連携を取っていただいていたのは存じております。ただ、具体的なことを前提とした、

具体的な話ということで、北千里小学校のＰＴＡの方は先々どうなるんであろうとい

う予測は、いっぱいされています。ですけれども、古江台小学校、青山台小学校のＰ

ＴＡの方たちは全くそんな意識は無いに等しい。そういうことをきちっとレクチャー

して進めていってあげるのは、市の教育委員会の努めではないかと思います。これは

地域の活動の一旦を担うＰＴＡとしての義務じゃないかと思うんですけれども、いか

がでしょうか。お答えいただけますでしょうか。 
教 ３つほど質問があったように思いますが、まず、１点目のアスベストの件ですけれ

ども、このアスベストにつきましては、一定そのアスベストの含有率が、今回厳しく

なりまして、そういう材料を使っている部分があるのかどうかという調査をいたしま

して、それは一定そういう材料を使っているということについては、新聞等でも公表

をさせていただいております。それと同時に、そういう材料を使っている施設につい

ての空気中の濃度がどうかということが次に懸念されましたので、そういう検査をや

っておりまして、そういう検査結果も公表させていただいていると思います。ですか

ら、アスベストがどうこうということではなく、このアスベストの件については、保

護者の方を含めまして、知り得る情報については、新聞等を通じまして、情報を提供

していくことは当然のことですので、提供はしていくわけです。中学校の問題がござ

いましたが、一定中学生になれば、新たな環境の変化にも耐えるだけの力というもの

が付いてきているのではないかと我々は判断をしたわけです。もう１つ、ＰＴＡの件

でございますが、例えば、こういう問題が発生した場合、当然３つの小学校のＰＴＡ
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のみなさん方との、ＰＴＡ自身の連携も必要でしょうし、我々も当然、北千里のＰＴ

Ａのみなさん、保護者のみなさんに説明会をすると同時に、青山台、古江台もお話を

させていただいております。ＰＴＡ間同士も、こういう問題が生じたら情報交換も多

分なさっておられるのではないかと、実質的になさっておられるのではないかと思い

ます。私どもの立場から言いますと、それぞれのＰＴＡ、保護者のみなさん方に説明

会を同じような条件でさせていただいて、例えば、その中で合同の説明会が必要です

よという意見がありましたら、それに基づいて、また３校のＰＴＡの会長さんにお集

まりいただいて、その中でそういう意見がありましたけれどもどうしましょうかとい

う問いかけは、決して拒むこともありませんので、そういうことも含めまして、もし

ご要望があれば、検討の材料にはさせていただきたいと思います。 
Ｃ ただ、先ほどのアスベストの件に関しましては、やはり、もっと具体的なというか、

それぞれ、個々の建物、施設についての発表がきちっとあった方がいいんじゃないか

と思いますけれども、その辺に関してどうお考えですか。 
教 新聞紙上の場合は、全体的な施設がどうかということでの情報提供ということでし

て、当然、該当した学校には、緊急に説明会を開いて、情報を提供しております。 
Ｃ ということは、今のところ、北千里小学校を含めて、青山台小学校、古江台小学校、

青山台中学校、古江台中学校に関しては、そういう心配は全くないというふうに考え

てよろしいんですか。 
教 そうではなく、アスベストの調査で、今回３校の中で青山台小学校については、ア

スベストを含有しております材料を含む教室が判明をしておりますので、今現在、直

ちにその教室は封鎖をしまして、来年の早い時期に除去の工事をするという対応を担

当課の方で検討しております。 
Ｃ それだけで済むんですか。もうそれだけで大丈夫なんですか。 
教 当然、もともと授業をされておられる学校ですので、完全に除去をして、そういう

可能性のあるものについては、取り除くというで、これは子どもたちの安全の問題で

すので、安全が確保されるように工事をするということでございます。 
Ｃ それが来年度中に可能だというふうにとっていいわけですか。 
教 ええ、来年度中に当然やる必要があるということです。 
Ｃ 先ほどのＰＴＡの話に戻るんですけれども、ＰＴＡの話はコーディネートはされる

けれどもということですよね。場所の設定はするけれどもということですね。そうい

う会合の場所を設定は考えているということですよね。 
教 立場的にＰＴＡというのはタッチできない。そういう社会教育の関係団体になりま

すし、我々がずかずかと入ってということではなく、私どもの立場としては、そうい

う活動をいろんな面で保証していくということですので、コーディネートの役割とい

いましょうか、コーディネートの範囲で、会場の手配とかセッティングするとか、そ

ういう部分は大事というふうに判断をしまして、今そういうふうにお答えをしたわけ
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です。 
Ｃ わかりました。だけど、その温度差というか、それぞれの学校の温度差みたいなこ

とは詰めていただけないんですよね。 
教 先ほど、私の方から資料の説明の中でしているんですけれども、今回の規模適正化

の実施にあたりましては、やはり、子どもたちがスムーズに交流できるような、そう

いう環境作りが必要であると考えておりまして、それで、それぞれの３校長の方にお

願いをいたしまして、子どもたちがスムーズに交流できるような授業を１８年度に実

施をしてほしいとお伝えをしております。具体的にはそういう関係会議を立ち上げて

いただいて、それで、授業を実施する予定になっております。おっしゃっているよう

に、当然子どもたちにだけではなく、保護者の方々にやはり自主的に交流していただ

くのは、非常に大事なことだと思いますので、我々の立場から直接、ＰＴＡに対して

どうのこうのということはできませんけれども、学校長を通じまして、それぞれ３小

学校が交流できるような、保護者の方々が交流していただけるような、こういう意見

があったということについてはもちろん伝えます。 
Ｃ わかりました。 
 

発言者Ｄ氏 
Ｄ ３つあります。まず最初に、この検討概要の方なんですけど、③の北千里小学校は

校舎と運動場が離れている欠陥があることとありますね。欠陥がある学校を造ったの

はおたくらじゃないんでしょうか。２つめ、私は青山台育成協議会の会長を１４年に

させていただいたんですけれども、その時に、青山台小学校ＰＴＡが地域活動を１年

間ボイコットされたことをご存知でしょうか。聞かれてませんよね。 
教 ボイコットされたことについては聞いておりません。 
Ｄ そうですよね。その時に北千里小学校のＰＴＡがいたから青山台の地域活動は成り

立ったんです。そういう現場のことはご存知ないですよね。いっさいこういうところ

に書かれてませんから、プラス評価のところに。校区と住区がずれることによって、

地域活動が複雑になるって、マイナス面を書かれているだけなんですけれども、実際、

北千里小学校のＰＴＡが保護者がいたから、地域行事が成り立ったと私らは理解して

いるんですけれども、その点はどうでしょうか。 
教 今、ご質問いただいていることについて、私たちが今現在そのことについて詳しく

承知をしているわけではございません。今初めて聞くような話でございます。ただ、

仮に北千里小学校と、青山台小学校の中でそういうことがあるということでしたら、

今回の学校規模適正化を進めるにあたりまして、大きく２つの理由がございまして、

１つは児童数が減少しているということ、更に地域のコミュニティについて、これま

で北千里小学校がたどって来ました歴史的な経過があるわけですけれども、これを何

とか解消したい。問題はやはり、学校、要するに校区と地域の自治会である住区が北
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千里小学校の場合は分かれてしまっているということ。それで、いろんな活動をする

にあたっても、それぞれに不便をお掛けしている。青山台１丁目のお子さんは、青山

台小学校の方の地域活動に参加される。逆に古江台の方は、古江台小学校の地域活動

に参加される。要は、そういう地域のコミュニティの矛盾が、おそらく今おっしゃっ

ているような問題になっているんではないかと。これが校区と住区が一致をしておれ

ば、そんな問題はないのではないのかなと感じているところです。 
Ｄ それはお宅たちの考えですよね。保護者はそうではないんです。北千里小学校は、

公団とマンションからなっていまして、活発に子どもの学校役員もちゃんと出ておら

れるんです。そういうところから、私も青山台育成協議会の会長を引き受けさせてい

ただきました。学校の行事は古江台の方がしてくださるから、青山台育成ができたん

であって、青山台１丁目が青山台小学校へ行ったときに、それが果たして可能かどう

か。青山台小学校の保護者の方が地域行事をボイコットするのであれば、それ全部が

青山台１丁目の保護者にかかってくるんじゃないでしょうか。 
教 今おっしゃっているご不安といいますか、当然、問題が生じているわけですから、

これが統合したらその問題を引きずるんではないかというご心配、意見だと思うんで

すけれど、やはりこれはこのままほっておくと大変なことになりますので、できるだ

けその問題の解決のためにどうするかということを、地域の関係者の方がやはりお考

えしていただく必要があるだろうし、我々教育委員会といたしましてもそういう問題

が生じているのであれば、できるだけスムーズに交流ができるような関係というか、

それを関係者の方とご相談をしないといけないと思います。 
Ｄ 思いますだけですよね。いつもそういう検討しますっていう。確定的なものじゃな

いですよね。平成１４年、１５年、１６年とずっと青山台育成協議会の会長は、青山

台１丁目がしてきました。それがそのままこれからも、のしかかって来るっていうこ

とをわかってらっしゃって、そういうことをおっしゃっているんですか。地域が青山

台育成協議会の会長を引き受けてくれるわけではないんです。それは子ども会です。

そこら辺のことはご存知ですか。だいたい、今年も育成に入っていたＡ棟も脱退しま

した。それはもう育成にあげる役員が出ないからです。そういう具体的なことをご存

知なく、いつも表面だけしか見てらっしゃらないですよね。 
教 先ほども言いましたけれども、今おっしゃっている問題については、正直言って、

我々は掌握はしておりませんでしたので、このことについては、社会教育部が担当し

ておりますので、そのことについて、どういうことなのかについては、実情を調査し

て参りたいと思います。 
Ｄ もう実情調査されても終わったことですので。これは遅いんですけど、別のことを

言わせてもらいます。検討概要の一番上に、上山田地域の児童数はここ２、３年がピ

ークってありますけれども、そちら教育委員会としたら、ここに２、３年なんですが、

親にしたらもっとも大事なここ２、３年なんです。私は青山台に住んでいまして、青



 13

中の１年生と、北小の５年生と、２人の子供がいるんですけど、青山台中学校で、今

何が起こっているかご存知ですか。１年生で。 

教 申し訳ございませんが、現状ちょっと把握しておりません。 

Ｄ そうですね。私は１１月１０日にも委員といっしょに、教育委員会に行かせていた

だきました。もう今日で十何日経っていますよね。１１月１０日から。１年生です。

１年生が、１学期に刃物沙汰、２学期の先週の木曜日に火災事故、金曜日に暴力事件

が起こっています。１０日に私が行って、同行して、対応させていただきますって言

ってその結果です。この概要にもありますね。子供たちに与えるマイナスの影響は、

教育委員会や学校が十分な配慮を行いとありますが、どういう配慮なんでしょうか。

１０日に私が行ってから、１７日間も経って、何の対応もされず、なんの配慮もされ

ず、暴力沙汰で傷ついている子どもたちもいるんです。そういう後のケアができない

のに、こういうところで十分な配慮っていうのを書かないでいただきたいと思います。 

教 先ほど申しましたように、十分事態を把握していないのは申し訳ないと思っており

ます。担当の部署の方から、おそらく指導課の方になりますので、その辺との連携が

十分に取れておりませんので、指導課の方に事実関係を十分把握しまして、対応につ

いても協議したいと思っています。ぜひよろしくお願いいたします。 

Ｄ それがどこから原因が来ているかご存知ですか。その青山台中学校の原因がどこに

あるご存知ですか。ご存じないですよね。十分把握されてないのですから。藤白台小

学校です。ここに２、３年がピークって言っている、その藤白台小学校にもう芽が出

ているんです。今、藤白台小学校をどうにかしないといけないんじゃないですか。北

千里小学校じゃなくって。北千里小学校は、青山台中学校に行ってもおとなしいです。

問題を起こしている藤白台小学校の出身、青山台小学校の出身を先にどうにかしない

といけないんじゃないでしょうか。小学校の人数が多くて、目が行き届かないところ

からそういう問題が吹き出していることを、現実をご存知ですか。過小校じゃなく、

過大校に問題があるっていうことをもう一度見直していただきたいですが。 

教 今、青山台中学校で起こっている事件について、あるいは事故について、十分把握

しておりませんので、その原因が藤白台小学校の児童にあるかどうかを十分把握はし

ておりません。それもまた、原因が過大校にあるがどうかについても、十分わかりま

せんので、ご質問のことについてお答えすることはできません。 

Ｄ そうですね。でも、青山台中学校の校長先生はおっしゃいました。目が行き届いて

いない藤白台小学校に問題がありますっていうことをおっしゃいました。１１月１５

日に、校長先生と二人で話し合いをしに行って参りました。校長先生からその旨を私

はお聞きしましたので、それを先に手をつけていただかないと大変なところに来てい

ます。ここ２、３年じゃないんです、子供にとったら。もっとも大事な２、３年なん

です。みなさんのお子さんは通学されていませんけど、ここにいる保護者の子どもは

通学するんです、青中にも。青中で２年、３年で、そういう問題が起こっているって
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いうなら、青中の責任になるかもしれませんけど、１年のうちからそんなことをする

っていうのは、もう小学校の頃に芽が出ているんじゃないですか。それをちゃんと刈

り取ってやらなかった小学校に責任があるんじゃないでしょうか。毎日、危ない中学

校に行かす親の身にもなっていただきたいと思います。いつもそうですよね、現場の

ことを何もご存知なく、表面だけで机の上だけで、そうやって計算をはじき出されて

るんですけど、現場は大変なことになっています。もっと現場を見ていただきたいと

思います。 

 

発言者Ｅ氏 

Ｅ 感情的なことでいうとキリがないので、いろいろな思いはあるんですけれども、今

日配られたプリントの中で、ちょっと疑問に思った点が何点かありますので、そこを

お聞きします。現時点で、藤白台小学校の適正化については、どう思われているんで

すかね。と言うのも、平成２１年度以降は数が適正になるということをおっしゃって

いますけれども、そしたら、そこまでは特に何もせず、計画もせず、ほっておくのか

ということが１点です。このプリント（学校規模の適正化を進めます）には、藤白台

小学校の児童数や学級数などの現状と、平成２１年度以降の児童数、学級数が記載さ

れていませんでしたので、もし、今分かるのであれば、藤白台小学校の現状、児童数

と学級数、それから、平成２１年度以降、適正になると言われていますけれども、そ

の児童数と学級数をまず教えてください。 

教 藤白台小学校の、平成１７年の５月を基にした、いわゆる今年度の推計ですけれど

も、今年度の１７年５月１日現在で、藤白台小学校は８９８名、２５学級です。それ

が１８年の４月時点で９５９名、２６学級になるであろうという推計です。それから、

１９年が９１０名の２６学級、平成２０年が８８５名の２５学級で、適正化に戻る平

成２１年が８５１名の２４学級ということです。 

Ｅ わかりました。それでは２点目なんですけれども、この第２期学校規模適正化の検

討概要という分の４案ですけれども、①のところに、第４案についてはっていう文章

がございますが、その２行目の藤白台４丁目５丁目っていうのは、児童数が少なくっ

ていうふうに書かれてますけれども、具体的に今どれくらいの人数がいるか教えてく

ださい。 

教 藤白台４丁目の平成１７年５月の藤白台小学校の１年生から６年生までの子どもが

４４名です。５丁目の方が１名です。 

Ｅ ちょっと私、その地域のことがよく分からないのですけれども、それは平成２１年

度以降、減っていく地域なんですか、増えていくんですか。 

教 ちょっと、細かいデータは今もっていませんけれども、１７年で今申し上げました

数字でして、この部分については、基本的には大きく増えていく要素がありませんの

で、ほぼ横ばい、ないしは減少傾向です。 
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Ｅ それでは次ですけれども、この文章の途中から、上山田地区からの通学は、通学距

離が遠くなるとともに箕面山田線を超える等安全対策に問題があるっていうふうに書

かれています。今回説明いただいた中に、経過措置で古江台３丁目の新２年生から６

年生も、青小に行ってもいいよという経過措置を書かれていますけれども、その場合

に大きな道路を一つ渡ることになります。その時の安全対策は、平成１８年度に実施

するのであれば、今の時点でどのような対策がなされているんですか。 

教 幹線道路を越えて行くということが、子どもたちに必要になって参りますけれども、

現時点ではこの部分については信号機、歩道と、十分に設置された状態なので、いち

おう、安全ではないかというふうに思いますけれども、これは我々はそういうふうに

思っております。実際に、子どもさんが新しい学校に通学されるなかで、いろんな想

定ができますので、これは保護者のみなさん方と一緒にご意見を聞く中で、対応をで

きることがあるのかどうか、そういったことを検討はしていきたいと思っています。 

Ｅ それから、次ですけれども、この紙（検討概要）の③の裏側にありますけれども、

やたら北千里小学校には、教室数に余裕がなくっていうことを、いくつかの面で書か

れていると思うんです。実際に、普通吹田市の小学校の標準として、教室数がいくら

ぐらいが標準で、それより北小がどれぐらい少ないのかっていう数字的なデータがあ

りましたらお願いします。今、北小で授業するにあたって、すごく教室数が少ないと

か、そんな感じは無いんです。北小というこの校舎の器で受け入れられなっていうこ

とがやたらと書かれているんですけど。 

教 やたらということはないんですが、比較した場合に、普通教室に使える教室数は、

北千里小学校の方が少ないということでありまして、全体にどうかというふうな話で

はなく、両者を比較した場合に教室数が少ない。その分余裕教室が少なくなって参り

ますので、そういう意味でここは書かせていただいたということです。 

Ｅ 具体的に吹田市の小学校の標準の教室数っていうのは、いくらっていうのはここで

は分からないです。 

教 各学校によって、建ってきた経過、その後の改修によって、いろいろですので今そ

のデータ、普通教室数のデータは、申し訳ないですけれども持っておりません。 

Ｅ 次ですけれども、私自身一保護者としてですけれども、地域が抱えている問題って

いうのもよくわかります。だから、住所ごとで分けてしまったらわかりやすいんじゃ

ないかというのが、本音としてあるんだろうと思うんですけれども、もし平成１８年

に実施していくのであれば、やはり新しいその器にっていうか、青小に行かすなり、

古小に行かすなりしたときに、そこの小学校だったら行かせてもいいかなっていう、

そういう思いに親がならないといけないと思うんです。この適正化を進めますのとこ

ろの３番、適正化を進めるにあたっての対応策っていうのを４つほどあげてらっしゃ

いますよね。でも、再来年の４月に実施するのであれば、今の段階で来年度の予算と

か、実際にその対応していくにあたってこれにこれだけのお金を当ててますよ、実際
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に工事はいつやりますよっていうところまで、やっぱり確約が欲しいっていうことと、

先程の話にも出ましたけれども、アスベストの工事はどうするのかということです。

やっぱり、心のどこかに平成１８年の４月になんでやらないといけないかっていうの

が、どうしてもちょっと、やっぱり納得いかないところがあって、藤白台小は２１年

になったら適正化になるかもっていうんで、ちょっと待ってらっしゃいますよね。１

８年っていうその早くやりたい割には、受け入れる側のハード面が何も整っていない。

ここには、文章ではけっこう何とでも書けるんで、口約束みたいなところがあります

よね。一保護者としては、きっちり、そのハード面でもソフト面でも整ってからの統

合でもいいんじゃないかって思います。もう、やりますって約束してから、なんとな

くそこから進めていくっていう曖昧なことではなく、きっちり形として、校舎もきれ

いになったし、どうぞっていうような、そういうことを整えてから、統合の話になっ

たらもう少し保護者もそうやって受け入れる方も、きれいにしてくれたし、いろんな

面で問題を解消してくれたから、新しい学校に行かせてもいいかなっていう気になる

と思うんですけれど、この文章を見る限りはそれがちょっとよくわからないんで、具

体的なお話をお願いします。 

教 今日ご提案させていただいている代替案につきましては、その実施は１８年ではな

く、１９年の４月から実施をして参りたいということで、今から計算しますと、１年

少しの猶予期間があり、実際、教室等の整備につきましても、私どもは１８年、来年

１年間かけまして、給食施設等につきましても夏休み中の集中期間になろうかと思い

ますが、来年そういう整備の期間に当てていきたいと、そして、来年そういう状況で、

実施していくことになりますならば、当然、来年度に向かっての予算要求であります

とか、それを今年度、１２月にかけまして、取り組んで参りたいと考えております。 

Ｅ 今、具体的にはいくらということは、数字ではまだ上がってきてないということで

すか。 

教 まだ、具体の数字としては、ここでお話しできる数字ではございません。 

Ｅ わかりました。先ほども言いましたけれど、一保護者としては、何もないところで、

教室とかも古い感じで整っていない所へ行かすっていうのはすごく不安です。ですか

ら、きっちり数字をあげてもらって、何月にどんな工事をやって、再来年４月に向け

てこういうスケジュールでやっていきますっていうことをもう少し明確にあげていた

だかないと、やったもん勝ちみたいなことですよね。適正化をやって、後で問題が出

てきて、それをフォローするみたいなことにはやっぱりなって欲しくないんで、その

辺をもう少し明確にしてほしいと思っています。以上です。ありがとうございます。 

 

発言者Ｆ氏 

Ｆ 私は、以前北小のＰＴＡ会長をさせていただいておりまして、去年、検討委員会を

傍聴させていただきました。その中で、やはり委員自身の選任とか、検討委員の意見
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等についてもちょっと偏りがある。例えば、北小と言うのはとてもいい学校でござい

ます。私が役員をやった時もそうでしたし、いい先生に恵まれていろんな活動をやっ

て参りました。その学校をなくすということについて、例えば、ＯＢ、卒業生、その

あたりの意見を全然反映していないということで、そのあたりのご意見を今年から吸

い上げていただけるのかと思っていたのですけれども、そのあたりはどうお考えでし

ょうか。 

教 こういう説明会につきましては、当面の当事者であるＰＴＡだけではなくて、いろ

んな関係者にお聞きをしたいと言っているわけでありますけれども、当然そのＯＢの

方につきましては、地域の説明会の中で、ご意見なり、ご要望されたらいいのではな

いかと考えております。 

Ｆ そういう意味では、先ほど地域とおっしゃいましたけれども、この地域は大変難し

い地域でございまして、個々いろいろな問題もあるんですけれども、少なくとも自治

会が、去年もその前もしっかりされていたんですけれども、全住民に対して、しっか

りした説明も行き渡っていない、そういう中で一部のそういう役員さんの中からの意

見というもので、私は北千里小学校が伝統のある学校だと思っていますので、ここを

廃校にするという重要なことを決めていただくのは、非常に寂しいと思っております。

委員会を今年はされないというお話でございましたけれども、これについてはどう考

えても、もう少し考えていただく必要があるんじゃないでしょうか。 

教 検討委員会につきましては、昨年度秋から今年の３月まで、９回非常に熱心に意見

表明があったわけですけれども、残念ながらその意見がまとまらずに、むしろ、非常

に地域の方々にご迷惑をおかけしたような事実がございます。これまで町で合ってご

挨拶をされていた方が、検討委員会でいろんな発言をされたために、例えばあいさつ

できなくなってしまったとか、夜中に電話がかかってくるとか、いろんな苦情が我々

の方にも届いておりまして、これは本当に検討委員会をお願いした我々としては、大

変ご迷惑をおかけをしたという反省をしているわけですけれども、我々として、検討

委員会でだいたい地域の考え方がまとまれば、本当にそれでありがたいと思っていた

わけですけれども、去年はそういう形でしたし、今年になりましても検討委員会が再

度開けるということにはならない、非常に難しいんではないかと考えておりますので、

いろんな意見がございますので、いろんな場で説明をしてご意見を聞いていきたいと

いう考え方でございます。 

Ｆ そういう意味では、今おっしゃいましたけれども、ちょっと余談ですけれども、私

自身は、地方の出でございまして、私の母校も廃校になりました。学校を廃校にする

というのは、田舎の方ではございますけれども、はっきりした理由は過疎化でした。

子供がいなくなった。先ほどもどなたかご質問がありましたけれども、はっきりした

廃校の理由があって、それを地域の自治会、老人会、ＰＴＡを含めて、あと、小さい

保護者の、特に未就学児のご父兄の方で検討されて、５年ぐらいかかって結果として
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は廃校になりました。私個人は、個人的な話ですけれども、寂しいことですけれども、

それはそれで仕方ない。例えば、この北千里小学校を廃校にするのは、先ほどどなた

かお話がありましたが理由がない。これについては、私はＯＢの役員としても、また

私の子どもの、北小の卒業生、たくさんモニュメントも作っておりますし、その子ど

もたちの心のケアを考えましても、最低５年ぐらいは町のことなので、５年といわず

３年、できれば５年ぐらいは、十分、特に北千里小学校にかかわった方々、ＯＢ役員、

卒業生の意見を聞いて、後々の施設をどうするか、地域のためにどういうことにする

とかを踏まえて検討していくべきではないでしょうか。 

教 仮に、北千里小学校が廃校になって、今、後利用のことをおっしゃっておられます

が、どうしていくかについて、これはＰＴＡの質問の中にもございましたけれども、

昨年市長がそういう発言をして、それが非常に問題になってしまった。むしろ、それ

ありきでやっているんじゃないかというご質問で、（？）混乱をした訳ですが、我々

は決して、その後利用ありきで物事を進めているのではなくて、あくまでも青山台小

学校の過小化をなんとかして解消したい。それも目の前に見えておりますので、でき

るだけ早く解決したいということで、こういう説明会を開催しているわけです。当然、

今おっしゃっているように、これは本当に仮の話で、仮にそういうことになってしま

ったらどうなるかということは、それは学校といえども地域の施設ですので、地域の

みなさん方のご要望は議論できればいいわけですけれども、まだそこまでいっており

ませんので、もちろんそういうこともあるということを踏まえて、話をしたいと思っ

ております。 

Ｆ わかりました。ぜひ、できればＯＢ、卒業生、この北千里小学校で育っていった子

どもたちの意見を聞けるように、お願いしておきたいのは、２、３年でやるのではな

く、去年の検討委員会の中でも、そういうご意見がたくさんありましたけれど、あら

ゆるところからご意見を聞いて、じっくり検討いただいて、先ほどいろいろご質問も

ありましたように、小学生から中学生の教育のことも踏まえて、ぜひ検討委員会を作

ってじっくり検討いただきたい。じっくりいろんな人のご意見の総意で決めていただ

きたいと思います。もう１つ付け加えておきたいのは、ＰＴＡの役員のみなさんの、

先ほどの子ども会の会長さんもおられまして、地域でいろいろやっているのはやって

おります。青指とか青対とか、古江、青山の両方をもって、そういう役も結果として

は、ＰＴＡをやっているメンバーは、地域活動に入っておりますので、そういう中で

もなかなか意見がうまく伝わっていない面もございます。ぜひ、慌てずに、じっくり

いろんな意見を聞いて、やっていただきたい。偏らずに地域の意見を聞いていただき

たいと思います。今日はこれでお願いしておきたいと思いますので、ぜひよろしく。 

 

発言者Ｇ氏 

Ｇ 私からは２点だけお願いします。まず１点目は、昨年度から私たち北千里小学校の
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決議といたしまして、子どもたちを分断するな。性急に決めるな。この内容について

は最善の策ではないということでお話しているんですけれども、その３点について、

いっこうに受け入れる気持ちって言うか、考えはないというふうに私は認識している

んですけれどもその辺はどうですか。 

教 去年いろいろご協力いただく中で、北千里の保護者のみなさんから、いろんなご意

見をいただきました。特に、今おっしゃいました部分については、例えば、子どもた

ちを分断するなというご意見がありましたが、これは、今回の代替案では、実際に新

２年生から６年生までの期間ですけれども、その間についてはできるだけ分断をしな

いでほしいというみなさん方のご意見を含めまして、選択の余地と言いましょうか、

経過措置を取らせていただくような結果になっています。時期的にももう少し余裕を

もってということで、ハード整備もその間に行っていくということで、協議も去年、

非常に時期的な余裕を持っての話ではありませんでしたけれども、今回は２年、３年

というスパンではありませんけれども、少し余裕をもって協議をさせていただくとい

うことで、私どもの方も基本的に原案の考え方については、去年と同じ形ですけれど

も、そういうことでみなさん方のご意見を介しながら、進めて行きたいと考えた結果、

今回お示ししたような案になったということでございます。 

Ｇ どうもちょっと歯切れの悪いお答えだとは思いますけれども、結果的にやはり分断

はするんですけどね。私は小学校だけではなくて、本当を言えば中学校まで分断はし

てもらいたくないんですけども、最終的には結局、分断せざるを得ないというふうに

考えておられるんですね。 

教 現時点ではそういうふうに考えています。 

Ｇ 納得はしておりませんが、とりあえずそういうことで。もう１つは、私の妻がどこ

かから聞いてきた話なんですけれども、去年、この問題はいろんなところでいろんな

話題に挙がっているので、古江台小学校の子どもたち、もしくは、その保護者たちが

北千里小学校が潰れる。北千里小学校の潰れた生徒たちを古江台小学校なり青山台小

学校で、受け入れをするんだという認識を持っているようなお話が多々聞こえてきま

す。私は北千里小学校の子どもを持つ親として、言い方は悪いですけれども、青山台

小学校を救うために、私たち、私の子どもが犠牲になって、古江台小学校なり青山台

小学校に行くわけですけれども、それなのに、古江台小学校の方でおまえらは潰れた

から、俺たちが受け入れるんだということに対して耐えられません。こういった受け

入れ態勢というか、こういったことに対して、どういうふうに考えているかお聞かせ

願いたいと思います。 

教 私どもは、青山台小学校の適正化を進めるために、北千里小学校の保護者のみなさ

んにご無理を申し上げているということで、むしろ、北千里小学校の保護者のみなさ

んの置かれている立場というか、そういうものがあり、適正化を進める青山台の方も、

それからもう１つの受け入れ校であります古江台の方も、当然、十分にご理解を得て、
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むしろ犠牲を払って来ていただいているというぐらいの、私どもはそういう気持ちで

おりますし、当然、そういうことも伝えていきたいと思いますし、それぞれの学校の

方も、当然、教育委員会と同じような趣旨で考えておりますので、何か潰れるからと

いう、今おっしゃったような話については、これは全然違う話ですので、今回の趣旨

と言いましょうか、そういう分については、私どもも十分説明をしていきたいと考え

ています。 

Ｇ おっしゃっていることはわからないでもないんですけども、結局はその地域の認識

というのはそういうことなんですかね。北小が潰れるから、受け入れてやるんだと。

その程度の認識しかないわけなんです。他人事みたいな感じなんで、なぜそういうふ

うになるかというのは、我々としては納得はいかないとは思っています。それと、ち

ょっと戻りますけども、この北千里小学校の決議っていうものは、いろんな要求項目

の中で、この３つは譲れないという決議なんです。ですので、その辺は市教委の方も

十分認識をしていただきたいと思います。この３つは通らなかったら、もう他の受け

入れなんかは当然できないですよという判断決議なんです。北千里小学校の決議って

いうのをもっと重要に考えなければならないと思います。今までの感じでしたら、聞

くだけ聞きますよ。ただ、やりたいようにやるのはうちらですよというふうにしか、

私には聞こえて来ませんのでその辺は十分に認識していただきたいと思います。 

 

発言者Ｈ氏 

Ｈ 昨年の検討委員会で、検討委員に選出していただきまして、いろいろその中でも質

問させてもらったんですけれども、またまだ納得いかないことがあります。それで、

今回説明会ということですけれども、先ほどＦさんが言われたように、昨年の検討委

員会でもメンバーに偏りがあったので、その卒業生とか当事者とか、その辺の意見を

じっくりと聞いてほしいという、その中で考えてほしいと言われましたけども、僕も

それと全く同意見なんです。昨年は子どもの権利条約について、子どもの意見をどう

反映させてくれるのかということで、全く子どもの意見を反映させないままに案が通

っていくっていう形だったので、どうされますかって言ったら、その子どもの権利条

約の意見を表明するということが、全く教育委員会の方は手を付けずにそのままの状

態で来られましたので、今回もそうですね。子どもの意見表明を言う場は全くないん

です。それにも関わらず、親とか卒業生、ＯＢの意見も全く反映されていませんので、

その辺はきっちり反映させたことを案に盛り込んでいただきたいと思います。それと、

この配付された資料の中ですけど、地域と校区の整合性を言われていますよね。古江

台と青山台。だからその地域の線引きで学校も線引きをしたい。では、吹田市の中で

地域と校区の整合性がすべて完結されているのかどうかということを１つ今お聞きし

たいです。 

教 校区と地域がきれいに線引きされているかという話で、他の地域で、若干、校区と



 21

地域活動とが異なっているところはございます。特に第 1 期で適正化を進めた地域に

ついては引き続き、課題と申しましょうか、そういう課題が残っていることも事実で

す。 

Ｈ 先ほど検討委員会で意見の一致が見られなくて、個人表明で終わったと、今回検討

委員会を立ち上げずに、説明会だけで意見を集約されようという話でしたけれども、

その説明の中で、検討委員会を立ち上げるのは無理だということでしたけども、教育

委員会が思っているような答えが出なかったら、そういう委員会は不利だということ

で、もう作らないということなんでしょうか。本当に僕たちの意見を吸上げるための

検討委員会ではなくて、教育委員会の思うつぼの検討委員会で意見が出てくれば、そ

れはしめたものだとお考えでしょうか。 

教 昨年、検討委員会を立ち上げさせていただいて、意見具申をしていただきたいとい

うことでやっていただいたわけです。それで、前回検討委員会を立ち上げた趣旨につ

いて、当然、皆さん方の中でいろんな意見がある中で、検討委員会の総意として、意

見がまとまれば教育委員会としては、その総意を尊重させていただいて、それで計画

案をどうするかということを最終まとめて参りたいという考えでございました。した

がって、今おっしゃっているような、教育委員会の都合のいい意見がまとまらなかっ

たとかそういうことでは決してございません。 

Ｈ それであれば、私たちは北小の当事者であり、その考え方、意見をきっちりと認識

してそれを反映させてください。それと、一番規模適正の中でおっしゃるのは、学校

の規模を言われますけれども、僕たちがずっと、親たちが思うのは、学級の規模がも

っともっと少なくなってほしいという要求があると思うんです。数字合わせばっかり

今検討をしていますが、親の要求っていうのは、やっぱりもっと子どもたち１人１人

きっちり勉強してほしいとか、子どもたちの友達関係をもっともっと豊かなものにし

てほしいとかいうことが要求であって、この学校は小さいから大きくしてほしいとい

うような要求はほとんど出ていませんよね。今、社会的にも事件になっているたくさ

んの事件の中で、荒れている子どもにはやっぱり手を付けられるけれども、まったく

おとなしい子どもとか、そういう少し問題があるんじゃないかということもやっぱり、

手を付けられていないというのが現況じゃないでしょうか。その辺を、僕ら１人１人

もっと適切に指導してほしい、先生にもっともっと子どもに関わってほしいと思って

いるんです。でもこの中ではほとんど、学校が小さかったら大きくしましょう、それ

で教育が成り立つんだという考え方が、僕には納得できない。その辺はやっぱり小さ

な学級数で、この資料の中で、適正化実施後の教育についてということで、９年間を

見通したカリキュラムを編成し、基礎、基本の定着を図ることを念頭に少人数指導の

指導方法のあり方について検討しますと、少人数指導の方がいいんだと。じゃあ今の

方がクラス数が少なく、生徒の数が少ない方が教育がし易いんじゃないですか。今本

当に先生たちが、子どもたちをきっちりと教育できているんでしょうか。中学校も小
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学校も合わせて。中学校の方ではほとんどみんな塾に通っていなければいけない。公

教育が全然みんなには信頼を置かれていないものになって、塾とか家庭教師ばっかり

頼ってしまうと。学校では本当に何も教えてくれないと。今学校でテストしても、テ

ストの結果を見て、それで子どもたちに指導が行き届くということでのテストのはず

ですけれども、テスト自体が目的であって、後のフォローが全くされていません。僕

たちはそんな教育を望んでいませんし、学校規模を、ただ数字をあわせるだけでなく

て、もっと親の要求っていうのが、そういう１人１人の子どもたちを勉強させてほし

いとか、人間関係を豊かにしてほしいということがあると思うんです。それで、僕が

もっている資料で、１９６７年ですから４０年ほど前ですが、それに書かれている中

で、学級の規模が基本的に重要だということで、小学校では１クラスで３０人以下、

中学校では２５人以下が、国際的な常識だというふうに書かれています。それにもか

かわらず、吹田市は何もこの１クラスの人数を少なくしてこなかった。今やっと、自

然発生的にもこうやって小さな学校になってきて、目が行き届いて、いいなあと思っ

ている北千里小学校を廃校にして、大きな学校にしましょうっていうのは、僕には納

得いかないし、これが教育委員会のすることとは思えないです。ですから、その辺は

はっきりと答えを出してください。親たちがみんな納得いくような答えをここでもら

えますか。 

教 学校規模の適正化について、どの範囲が適正であるかということ、それから、何人

学級が適正であるかというようなことにつきましては、これは当然国の方で、まず標

準を定めておりまして、国の方は１学級４０人、学級数については１２クラスから１

８、あるいは２４というような標準のスタイルを決めております。それに伴いまして、

大阪府の方も学校規模については考えが出ておりまして、１２学級から２４学級、こ

れが適正であるという考え方で施策は出されております。吹田市につきましても、先

に審議会を開かせていただいて、学級の規模がどうであるかということについて専門

家のご意見をいただいて、それで、学級規模については１２クラスから２４クラスが

適正である。それから、７学級から１１学級については適正規模（許容範囲）である。

こういう考え方の中で学校の運営をさせていただいています。これは我々だけが決め

ているということではなく、国は国として専門家の意見を聞き、大阪府は大阪府とし

て専門家の意見を聞き、吹田はそういう専門家の意見の中で審議会を通して意見をい

ただいた。それでやっているわけです。だから、単に数字合わせとかそういうことで

はなくて、何が適正かということについて、きっちり意見をいただいて、提案させて

いただいているということです。 

Ｈ 今言われた、国の基準、大阪府の基準は、それはどこに載っていますか。それは教

育の設備の中の予算の問題で載っているんです。今僕が言った教育の中身での規模じ

ゃないんです。だから、ここに書いてある学校規模適正化で、学校規模の何を基準に

して、何を基にして、教育委員会は適正だと言っていますか。学校設備ですか、予算
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ですか。吹田市の予算編成ですか。僕たちは、子どもたちにきっちりと教育をしてほ

しいという適正な学校規模、それを全くお互いが見誤っているんではないでしょうか。 

教 今年の２月に国の方で、中央教育審議会というところがあるわけですけれども、そ

こで学校の規模について、いろんな意見交換があって、一定の中間報告がまとめられ

ているわけです。それで、学校を運営していくにあたって、これは予算を伴う話です

ので、理想だけで物事が進むわけではありません。それで、国の方でも少人数学級の

そういうニーズが出ているということについては十分承知をしておられて、国として、

３０人学級ができるかどうかということについて議論があって、それで国として３０

人学級を進めていくためには今後、１１万人の教員の増員と、それから、予算として

は８０００億円のお金がないとできないということの中では、国としては３０人学級

を実施するということは非常に難しいというのが、今年の５月に出た中央教育審議会

の答申でございます。単に予算というふうにおっしゃいますけど、学校を校区を決め

て、学校を設置をして、その中でいろんな経費、もちろん税金でございますけれども、

いろんな予算を使って運営していくにあたって、当然、予算がないとこれはできない

話ですので、我々としてはこういう校区を定める、学校規模を定めるということにつ

いては、非常に政策的なそういう判断のもとにやらなければならないというふうに考

えています。 

Ｈ 今おっしゃった、その吹田市の財政で、そのために、今吹田市が進めている梅田貨

物を受け入れて、その中での事業投資、それで財政が（予算を）奮発すると。だから、

本当はこの案というのは、吹田市の合理化じゃないんでしょうか。学校規模適正化、

子どものためにというのは表向きで、本当は学校のリストラ、教育のリストラじゃな

いんですか。本音を聞かせてくださいよ。 

教 去年もそういうご意見をお伺いをしておりますけども、我々は青山台小学校の過小

化を解消しようということで、決して行財政改革のためにやっているのではなくて、

あくまでも、これは子どもたちの教育環境を良くしたいというところから出てきてお

りますので、青山台小学校の過小化について、行財政改革が目的であるということに

ついては、いっさいそういうことについては、表明をしておりませんのでそんな考え

はございません。 

Ｈ 小規模の学校から本当になんとかして人数を増やしてほしいという意見が出たんで

しょうか。 

教 この過小化の解消につきましては、平成１３年に審議会から、ご意見をいただきま

して、それで、この環境は決して良くないという判断のもとでやっております。 

Ｈ やっぱり当事者の意見は何も聞かれていないということですね。今、すべて答えを

もらえなかったんですけども、やっぱり先ほどＯＢの会長が言われたように、検討委

員会をたくさんのメンバーで立ち上げて、慎重な議論をこれからしていただくように

お願いをします。 
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発言者Ｉ氏 

Ｉ この４月に千葉県からこちらに来まして、歴史的な背景は全くわかりません。その

中での意見、質問をゆっくりご理解ください。学校規模の適正化を進めますというこ

とで説明会がありましたので参加しました。学校規模の適正化って何でしょうかとい

うときに、適正規模は小学校は１２学級から２４学級。これが適正なんだなというこ

とで、その後で、今の小学校の適正学級を見ると、青山台小学校は７、古江台小学校

が現状が１２、北千里小学校は１２ということで、適正規模にないのは青山台小学校

ですということが普通に見てとれると思います。しかしながら、今回の内容は北千里

小学校を閉鎖しましょうという内容になっているということをお聞きをして、なぜと

いうことで参加をしたわけです。そんな中で、適正化に関する４案評価比較表をいた

だいて、この内容を評価するというふうに思ったんですけれども、そうではないよう

です。この中で比較している教育環境から見た評価、地域活動から見た評価というと

ころで、プラス・マイナスをつき合わせているのですが、先ほどから話を聞かせてい

ただく限りにおいては、例えば、教育環境から見た評価という中では、先ほどの青山

台中学校での事故、事件、これがもしかしたら、過大校にあるのではないかといった

ようなこと。もしくは、地域活動からみた評価については、青山台地区における地域

活動において、何らかの固執となっているということが、それぞれここで案として出

されている内容の比較評価については、もう少し現場の声を受け付けて、検討し直し

て、次回の時には持ってこられるようにすればいいのではなかろうかと素直に感じま

す。というのが、今回の参加者としての意見ですけれども、質問は１点だけです。学

校規模の適正化を進めますという用紙の中の、６ページ目で、下に青山台中学校の生

徒数、学級数の推移が書かれています。平成１７年度は児童数が４５２人、平成２０

年度は７１３人。ですから１．４倍ぐらいになります。この背景について、この１点

です。 

教 青山台中学校の生徒数が、平成２０年度でいっきに増える理由ですが、これにつき

ましては、現行、青山台小学校は青山台２、３、４丁目の方々が行っておられ、１９

年度から校区変更を実施していくわけですけれども、その段階で、この青山台中学校

に、北千里小学校に行っておられる青山台１丁目と古江台３丁目の方が追加で来ると

いう形になるわけで、現行の６１４人（平成１９年度）、７１３人（平成２０年度）

の現行推移でいきますと、これは児童数が平成２２年度までそれぞれの受入れの小学

校が増数になりますので、その結果、中学校の方も増数になっていき、これは単に藤

白台小学校と、現行の青山台小学校の青山台２丁目から４丁目を足した数字、それを

加えたものが中学校の数字になりますので、その数字が平成２０年度で増える。これ

は小学生が増えているということが、結果として平成２０年度の中学校に影響してき

ているということでございます。 
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Ｉ 次回でも結構ですけれども、先ほどの藤白台小学校がマンモス校であってというこ

とのため載せられること、それに伴ってこの青山台中学校の校区の変更と藤白台から

来ているのが増えるということがよく見えないので、次回の時にはこの辺の人数、学

級数を回答してください。とてもじゃないですけど、今日の話を聞く限りでは、この

内容を納得をしてそのとおりだからこの案でいきましょうという気持ちの人は、どう

も少ないような気がして仕方がありません。これは多分、全員納得しないと、もしく

は多くの方が納得しないと、うまく進まないと思いますので、次回の時はその２点、

回答をお願いいたします。 

 

発言者Ｊ氏 

Ｊ 私の方から統括的に質問させていただきたいと思います。すでにご存知とは思いま

すけれども、北千里地区というと、学校規模というのはいろんな状況にあるわけです。

青山台小学校の７クラス、いちおう適正規模の基準を下回るけれども、許容範囲にあ

るという学校がある。そして、かたや現在２５学級の藤白台小学校という過大規模の

学校が１つある。あと、北千里小学校と古江台小学校、これは２つとも１２学級とい

うことで、適正規模ではあるけれども、いちおう下限というというか、まあぎりぎり

である。この４つの小学校が抱えている問題というのは、それぞれ全く違う問題であ

るということになります。かたや日本の人口全体で言うと減少傾向にある。団塊世代

の第２世代の人たちの時代の欠陥になるんですけれども、もっと減少の可能性という

のはあるんです。でも、かたや千里ニュータウンの建替え期ですから、この建替えが

どう進むかによって、子どもの数というのがかなり変動するというのを考えなければ

いけないということで、規模適正化というのは非常に難しい状況であるわけです。こ

のような状況の中で、適正化を進められるということですけれども、私が考えるには、

この規模適正化を進めるにあたっては、５つの評価基準があると思います。まず、第

１番目は合目的性と言いますか、この計画によって規模適正化が本当に達成されるの

か。第２番目、合理性。この計画が他の計画に比べて、優れているということがはっ

きりと言えるか。第３番目、永続性。この計画によって、長期的に規模適正化問題は

解決されるのか。第４番目、適正手続きが行われているか。行政として適正な手続き

のもとでこれが進められているか。第５番目、地域住民および保護者の同意が得られ

ているか。この５つの評価基準があると思われますが、私の意見では、現在提案され

ているこの計画案はこの５つの評価基準をすべてまだクリアされていないと考えます。

なぜならば、第１番目、この計画によって果たして青山台小学校の規模は適正になる

のか。これに関して言うと、すでに教育委員会ご自身が、青山台小学校の場合、この

計画案を進めていっても将来単学級の学年が発生するということをお認めになってい

るんです。つまり、この計画自体すでに不十分であるということは、教育委員会ご自

身がお認めになっている。第２番目、合理性。他の案に比べてこれが優れているかと
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いうことです。今回の４つの提示をいただきましたけれども、今まで、すでに２つの

知見が出ましたが、全く納得できていないということです。特にこれが大切であると

いう理由の１つが、先ほどもお話が出ましたけれども、昨年１０月に阪口市長が青山

台の出前市長室において、跡地問題について言及されているわけです。北小の廃校が

決まった後には、ここにコミセンを造るということを行政のトップが発言されている。

もちろん、教育委員会はあくまでもこれは教育的観点だと、教育的見地から規模適正

化を進めますとおっしゃっておりますけれども、教育委員会も行政という、吹田市と

いう１つの大きな組織の中の下部組織であるんです。その吹田市教育委員会が属して

いる、吹田市のトップがあのような発言をされているんです。ということですから、

私たちは果たしてこの計画が教育的見地のみによって、策定されたものかということ

に関しては、重大な疑念をもっています。その重大な疑念を払っていただけるために

は、この計画案はベストなものであるというということを、はっきりと提示しなけれ

ばいけないと思います。教育委員会としては、その責務があると考えます。少なくと

も、現時点では我々は納得できておりません。これは今度の教育委員会でも、議論を

深めていただかないといけないと考えます。もう１つ言うならば、この教育委員会の

案、藤白台のこの過大のことについて何も触れていないということが非常に驚きです。

第３番目、藤白台の関係で言うと、北千里地区全体を考えれば、規模適正化問題は解

決されていないということですから、もし、この計画案が通っても、将来藤白台に関

して、再び規模適正化の計画をしなければいけないかもしれないということで、北千

里地区全体の規模適正化を長期的に担保するものではない、確保するものではないと

いうことをアピールします。ですから、第３番目の基準においても、この計画に対し

ては、合格点を差し上げることはできないことになります。第４番目、適正手続き。

これは何人かの方から質問がありましたけれども、いわゆる検討委員会が行われない

とうこと、ここから私が質問させていただきたいんですけれども、１、２、３の点で

言えば、これから説明会で詳しくやっていきたいと思いますので、私はここで教育委

員会の回答を求めるわけではありません。これから回答をいただきたいと思うんです

けれども、現時点では教育委員会としては、検討委員会をしないということですね。

その理由は、まとまらないからだということだったんですね。もう一度その理由をお

聞かせいただきたいんですけれども、いかかでしょうか。 

教 検討委員会の実施を、現在のところは考えておりません。それは、先ほど説明をし

ましたように、これから検討委員会でまとまるとかまとまらないということではなく、

去年の検討委員会をさせていただいた中で、参加された委員のみなさん方に非常にご

迷惑をお掛けをしてしまった。それで、最終的に個人の意見の表明で終わってしまっ

て、結果として、まとまらなかったということについて、これを再度、再開をいたし

ましても、恐らく去年と同じ形になってしまって、迷惑を掛けてしまうだろうという

ことで、現在、検討委員会を設置する考えはございません。 
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Ｊ まとまらないからやれないということですね。先ほど、他の方からご意見がありま

したけれども、要するに検討委員会を開いて、まとまるようだから検討委員会を開く

けれども、まとまらないようだったら検討委員会を開かないという、そういう便宜主

義というか、ご都合主義で検討委員会をするんですか。 

教 去年も、検討委員会を立ち上げるにあたりましては、検討委員会で意見を具申をい

ただいたら、それを尊重させていただいて、最終決めたいと考えておりました。しか

しながら、結果はまとまらなかったわけですけれども、私、今年度担当いたしまして、

教育委員会の中では検討委員会は再開できるではないかと、そういうことも議論しま

したけれども、今の状態のままであれば、ますます地域に迷惑をかけるだろうという

ことで、検討委員会を立ち上げないということでお話をしています。 

Ｊ 同じ答えですよね。まとまらないからやらないということですよね。まとまらない

というのは、案を出したのはそちらですよ。 

教 検討委員会の趣旨は、市が去年、提案いたしました原案について意見をいただくと

いうことですので、何も教育委員会も原案について、それに固執してそれでまとめて

ほしいということをお願いしたことはいっさいございませんので、検討委員会で仮に

違う案であっても、もしくは廃案という結論が出れば、それはそれで尊重させてもら

うということでございます。 

Ｊ 要するに、出したらまとまらないということですよね。結果そうなりますよね。今

回も出さないということは、まとまらない案なんですね。前回と今回の案の違いとい

うのは、要するに経過措置が付いているか付いていないか、それだけの話なんです。

本質的には全く同じ案であって、むしろ悪質なのは、我々の決意を尊重しますよと言

いながら、分断の責任を我々に押し付けているわけですね。我々が自分の判断で分断

せよと、教育委員会は知りません、あなたたちの判断で分断してくださいということ

ですよね。我々は絶対にそういうのは呑めない。このような案を出されたらそれはも

ちろん検討委員会はまとまりません。だから、そういう案を作られたあなたたちの責

任というのは大きいんじゃないですか。検討委員会ができないのは、そちらに問題が

あるからですよ。どうですか。 

教 先ほど何回も、検討委員会でまとまらないということで、検討委員会を立ち上げる、

立ち上げないの判断をしているのではなくて、検討委員会をさせていただきましたけ

れども、その中で非常に委員のみなさんにご迷惑をお掛けをした部分があると。これ

は何かと言いましたら、先ほど説明しましたけれども、例えば、その委員さんの家に

夜中に電話がかかってくるとか、まして、これまで友達同士で話ができていたのに、

それができなくなってしまったとか、そういう非常に地域のみなさんにご迷惑をおか

けをしたと。更に再開をしても、そういうことが続くだろうということですので、そ

れで、検討委員会を立ち上げないというふうに判断をしております。 

Ｊ 要するに、この案を出すことによって、地域に対立が生まれてしまったわけですよ
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ね。その原因はそちらにあるんです。だから、そういう対立を引き起こすような案を

出すこと自体、おかしいんじゃないですか。 

教 結果として、適正化実施計画案を示したために、みなさん方でそういう地域の中に

おいて、意見の対立ができてしまったということについては、それは我々がこういう

計画案を示した、そこに原因があるとおっしゃるのであれば、こちらも当然、そうい

うことでございますけれども、我々は別にそれを意図してそういうことをやっている

んではなくて、あくまでも青山台小学校の過小化をなんとかしたい。そのためには、

こういう案でどうですかということで提案させていただいた。結果として、そういう

ことが起こったことについては、本当に申し訳ないと思いますけども、我々がこうい

う計画を出した理由というのはそういうことでございますので、その辺はご理解をい

ただきたいと思います。 

Ｊ 意図はなかったとしても、結果としてそういう結果を起こされたということはお認

めになるということですよね。その結果をお認めになったということですから、同じ

ような案をお出しになったら、また同じ結果になるということは、ご承知であるとい

うことですよね。なぜ、それを承知のうえで出せるということですか。そうすれば、

もう意図的に出されるということですよね。意図的であって、それを知っているから

今度は検討委員会を開かないということですね。これは適正な手続きとしてはおかし

いんじゃないですか。 

教 おっしゃっている意図の趣旨はもうひとつよくわからないんですが、確かに、結果

として、みなさん方の中で意見の対立が起きてしまった。それが、極端に言えばいが

み合いということになったということについては、これは、もともと我々が提案した

ことから起きたということについては、我々が原因者であるということについては、

これは言っている趣旨はよくわかります。しかし、今回こういう提案をさせていただ

くわけですけれども、我々としては、去年も今年もそうなんけすけれども、教育委員

会としては、これが一番、今のところベストだというふうに判断しているわけです。

ところが、いろんな意見をいただきました。検討委員会でもいろんな意見をいただき

ました。それで、今年になって、再度、青山台と古江台といろんな地域の方にご意見

を伺いましたら、当然、賛成もあれば、中にはみなさんがおっしゃっているようなご

意見もあり、我々としては、やはりこれがベストだと今も思っておりますので、再度、

説明をさせていただいてご理解を得たいということでございます。  

Ｊ ベストであるとお考えであれば、検討委員会を開いてみてはどうですか。ベストな

案がなぜその地域的な対立が起こされるんですか。それはベストとは言えないじゃな

いですか。 

（会場より） 案を作る前に、みんなの意見を吸上げないといけないんですよ。だから、

案を押し付けてくるから、まとまらないんじゃないですか。 

教 案を押し付けるということは、もうとうございません。だから、こういう説明会を
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開催させていただいて、それで、去年から時間を掛けて検討をさせていただいている

ところです。 

Ｊ 案を押し付けるんじゃなければ、検討委員会をできるでしょ。押し付けてないとい

ういうんだったら。この場合は押し付けですよ。検討委員会も何もないんですから。

そうでしょ。我々のイニシアディブはどこにあるんですか。我々が自主的に決める、

何か決めるという、決めるというのはおかしいですね。検討委員会でもぜんぜん権利

がない。それでも、やはり意見を尊重してもらえるということで、我々も９回もやり

ました。今度はそれがなくて、我々の意見をどこで吸上げるんですか。 

教 北千里のＰＴＡのみなさんはどうやっても、検討委員会をもう一度再開してほしい

ということでしたら、そういうご要望ということで、まとまるようでしたら、それは

それで検討させていただきます。 

Ｊ それは検討していただけるんですね。     

教 ＰＴＡの総意として、そういう要望があるということでしたら、当然それは検討さ

せていただきます。しかし、先ほども言っていますように、検討委員会を再開するこ

とによって、町の中でそういう対立が生じてしまった。それは、我々としては反省を

しなければならないと思っているわけですから、同じような形で検討委員会を立ち上

げるかどうかについては、非常にこれは難しい場合がありますので、それはそちらの

方から要望が出されたら、それはそれとして検討する必要があると思いますけれども。 

Ｊ 私自身は、私の個人的な意見があるわけですけれども、そもそも検討委員会を作る

という部分に関しては、賛成とか反対とかは意味がないんです。今言ったように、適

正な手続きとして、検討委員会というプロセスが１ついりますよというふうに言って

いるだけです。別に反対とか賛成じゃないんですよ。教育委員会が提案者ですよね。

提案者はこれがベストだというのは当たり前です。やっぱり第三者的なというか、こ

の案が妥当であるか、妥当でないかを判定しなければいけないと思います。そういう

機関が絶対に必要です。また、地域の合意、その関係者の合意を得るためにも、やは

り、１つの機関で代表者が集まって、検討する機関というのは絶対に必要なんです。

それを飛ばすというのは、適正手続きの面からいくと非常に問題がある。重大な瑕疵、

傷になります。だから、ぜひともそれは検討していただきたい。よろしいですか。 

教 学校を設置をして校区を定めるということにつきましては、これは学校教育法に基

づいて、教育委員会に委ねられているというか、教育委員会が責任をもって決めなけ

ればならない事項なので、それで、全国的に児童数が減少しておりますので、各地で

こういう統廃合の試みがなされておりますけれども、その適正手続きとして、検討委

員会が絶対に必要だとおっしゃいますけども、別段、それがなければ駄目だというふ

うにはなっておりません。隣の摂津市においてもそうですけれども、いろんな説明会

はなされておりますけれども、別段、検討委員会を設置をしているということではご

ざいません。我々の第１期の時に検討委員会を設置をさせていただいたという経験が
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ございますので、今回についても検討委員会で意見をいただければというふうに考え

ておりまして、それをしたわけですけれども、結果としてなりませんでしたので、我々

としては、今回こういう説明会を開催をさせていただく中で、地域の総意はどこにあ

るかということを把握をする中で判断をして参りたいと考えております。 

Ｊ 行政手続の首尾一貫性を考えれば、前回、その検討委員会をやって、今回やらない

というのは、全く首尾一貫性に欠けているわけですから、これは要するに抗弁できな

いことですから重大な問題だと思います。これはぜひやっていただきたいし、実際に

議会の発言、答弁で、９月２２日の福屋議員に対する徳野学校教育部長の答弁の中で

も、その保護者、地域の方々と教育委員会の合意点を見い出すべくというような答弁

がございます。これはやはり、検討委員会を開いて、意見具申ができれば一番きれい

な形でありますから、この辺はぜひとも考慮していただきたい。検討委員会を開いて

いただきたい。よろしいでしょうか。 

教 検討委員会につきましては、先ほど答弁させていただいたとおりでございます。 

Ｊ それでは、それをもう一度繰り返していただけますか。 

教 検討委員会を設置をしてほしいというＪさんの要望がございましたが、我々として

は、検討委員会を設置をしなければ、適正手続きに欠けるというふうには考えており

ません。教育委員会として、地域の意見を聞きながら、自らの責任において判断して

参りたいと考えております。 

Ｊ それに対して、私は言いましたよね。首尾一貫性が欠けていますよ。 

教 去年の検討委員会の反省に基づいて、今年は検討委員会は設置をする考えはないと

いうふうに言っているわけです。だから、その点において、一貫はしております。 

Ｊ その理由は、全く説得的ではない。できないから、できないということですね。そ

れでは、第三者を説得することはできないのではないでしょうか。議会を説得するこ

とも難しいと考えられます。そこは、首尾一貫性をもってやっていただいて、去年や

ったんだから満足している。できないから、できない。まとまらないからできない。

そんな理由は通りません。ベストな案とおっしゃっている以上、するべきですよ。 

教 意見として、聞いておきます。 

Ｊ 先ほど、ＰＴＡの要請だったら考慮すると言いましたね。 

教 ＰＴＡの総意として、そういう要請がなされたら、それは教育委員会として真摯に

受け止めて、検討をしたいという意味でございます。 

Ｊ この問題はまだ決着は付いておりませんので、まだ、次の人がおりますから、おき

ますけれども、ぜひとも考慮していただきたい。あと、技術的問題に入っていきます

から、これはすぐに終わります。現時点で教育委員会の意向として、これを正式決定

するのはいつ頃だとお考えですか。 

教 スケジュールというか、目標を１９年４月ということで説明をしておりますので、

１９年４月に実施するために、そこから遡ればどういう形になるかということだと思
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いますが、最低、１９年の１月には就学通知を出す必要がありますので、それまでに

は決めなければならないと考えております。従いまして、１８年中には決める必要が

あるという意味です。 

Ｊ 来年末までには決定したいということですね。もし、この計画が実施されるとする

と、北小は廃校になるわけですから、廃校には条例改正が必要がなります。その条例

改正はいつですか。 

教 先ほども言いましたように、就学通知を出すためには、当然その手続きがいります

ので、北千里小学校を仮に廃校ということでありましたら、遅くとも、１２月議会に

は提案をさせていただいて、議会の了承を得る必要があります。 

Ｊ ということは、１２月議会に提案するとなると、それまでに正式決定が必要だとい

うことですね。ということは、来年の１２月ではなく、もっと早い時点で決定をしな

ければいけないということになるんですね。 

教 １２月議会に提案するためには、当然、教育委員会だけではなく、この条例を提案

する場合には市長部局の了解がいりますので、その前に市として決定をする必要がご

ざいます。 

Ｊ そうすると、どれぐらいになるのですか。 

教 条例提案をする前に、平均的な話になりますけれども、１１月のどこかの時点で市

として決めて、それで提案する必要がありますので、１１月のどこかの時点では決定

する必要があると思います。 

Ｊ わかりました。どうもありがとうございました。 

 

発言者Ｋ氏 

Ｋ 進めていただくにあたって、今日の質問は１つですけれども、私たち自身は賛成の

方もいらっしゃいますし、反対の方もいらっしゃいますというような立場ですので、

何が一番ほしいかというと、やはり情報なんです。それで、その市教委の方からいた

だく情報というのがどうも少ないように思うんです。それは今日の説明会を聞いてい

ても思うんです。例えば、（検討概要の）第２－２案の中にある、青小が北小に来た

ときに、教室が足りないとか、給食をどうするかということが書いてありますけれど

も、給食の問題は、ある一方では二元化になって、給食室がなくなって、業者によっ

て全部給食が提供される。その問題を片一方で聞いておきながら、今日の説明を聞い

たら、民営化になるのであれば、別に給食室の問題はそんな重要ではないんじゃない

かと感じるわけです。ですので、それは行政のことがありますので、すべてのことを

きちっと私たちに知らせてほしいという思いがあります。その辺のところは、うちは

担当がどうのこうのとかいうような感じにならないで、お知りになっているところが

あるわけですから、それをきちっと教えてほしい。その上で私たちに判断をさせてほ

しいと思っています。教育面の問題にしても、先ほどから１２学級とか何学級とかい
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ろんな話が出ていますけれども、それは大阪府が決めた、今小学校１、２年は１学級

３５人、３年生以上は４０人という割り振りの中で、学級数が決まってくるわけです

よね。それが、例えば大阪府の方針が変わって全学年３５人になったら、それが、青

小の問題にしても、じゃあ青小は何学級できるのかが、変わってくるわけですから、

私たちは実は教育のことに関心があるんですけれども、今、１学級何人でやっていく

のがいいというふうに大阪府が決めているのか、それに基づいて、吹田市の市教委の

方々が、こういう案を出されているのかというような、その背景の部分までなかなか

わからないんです。教育には非常に関心があるんですけれども、その辺の本当に判断

できる部分が、わからない部分が多いですので、この辺は配慮をいただいて、いろん

な情報を教えてほしいと逆に思っているんです。私たちＰＴＡでもですから、やはり

地域の方というのはもっと知らなければいけない。具体的に言うなら、おじいちゃん

でもおばあちゃんでも、本当に知らない方もいらっしゃいますので、その辺のところ

がやっぱり説明していただきたいと思っています。とにかく、私たちが知らなければ

いけないというのは、本当はもっとたくさんあるんじゃないかと。その辺は配慮して

いただいて、たくさん教えてほしいと思っているんです。その辺はいかかですか。 

教 確かに、おっしゃるように、判断していくためには、必要な情報というのがあると

思います。私どもも、我々が持っている情報の提供、できる範囲でこれも提供してい

きたいと思います。情報と言いましても、非常にたくさんありますし、できたら、こ

ういう情報があればということで、事前にＰＴＡでまとめていただいて、私どもの方

に、こういう情報を準備してほしいということでしたら、そういう情報も準備をして

いきたいと思います。我々がそれぞれの説明会で必要な情報というのも、主催者とし

ては当然考えていきますけれども、なかなかすべて行き渡らないというようなことも

現状ですので、そこらはおっしゃっていただければ、我々も極力、情報の提供はして

いきたいと考えています。 

Ｋ 了解しました。次は逆に、市教委の方が知らなければいけない情報、それをもっと

私たちから聞いていただきたいと思っています。先ほど、理事がおっしゃったように、

この北千里小学校は青山台と古江台に分かれていて、それぞれが自治会活動がしにく

い、そう考えているとおっしゃっておられましたが、そういうことは聞いていただけ

ればと思います。それは今私たちが感じている問題であって、今青山台に住んでいる

人は青山台の自治活動に参加しないといけない。古江台の人は古江台の方に参加しな

いといけない。これは別々に参加しないといけない。その辺のことはどう考えていま

すか。それはＰＴＡとして、一度会員のみなさんに全員聞いてもらえませんかという

具合に、聞いていただきたいと思います。その時私たちも誠意をもって、アンケート

するなり、現状はどうなのか、それで、私たちが本当に困っているならば、それはや

はり困っているという事実がありますので、それは申し上げます。その辺のところの

手続きをなしにして、困っているだろうからこう考えます。いや、それは本当は困っ
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ているかどうかまだわからないことですので、そこはやはり、逆に市教委の方も私た

ちから聞いていただきたいと思うんですけれども、それはいかかでしょうか。 

教 みなさん方の声を真摯に聞いていかなければならないということでは、今、Ｋさん

がおっしゃったとおりだと思います。ただ、今後具体的にどういう方向ということに

なりましたら、すぐに思い浮かぶということがありませんので、もし、そういう必要

性があるのであれば、そちらの方からここら辺はもっと聞いた方がいいのではという

ご指摘がありましたら、それはお互いに協力しあって、そういうことをさせていただ

きたいと思います。 

Ｋ 了解しました。この問題は、実は先ほどのＪさんとのその話の中でも、やっぱり食

い違いがあるというふうに思っていたんですけれども、例えば、Ｊさんは検討委員会

というふうに申し上げて、それは直ちに去年のような検討委員会を私たちは思い浮か

べるんですけれども、決してそういう意味ではなくて、いろんな方々の、例えばＦさ

んがおっしゃったような形での、どこかで、きちっとした判断をしなければいけない、

そういった公的な組織といったものが必要だとお思いだと思うんです。それに対して、

理事は、いや去年はぐちゃぐちゃになったじゃないですかというふうにお答えになっ

ていた。例えば、そのことに対しても、では、理事は去年の検討委員会がうまくいか

なかった。それで今年は検討委員会をしない。つまり、検討委員会を開いたことがま

ずかったとお考えですか。 

教 検討委員会を去年に設置をしたというのは、第１期の時に検討委員会を設置をさせ

ていただいて、いろんな意見をいただく中で、千里たけみ小学校を新たに設置をする

ことができた。そういう経験があって、それが、我々としてはいろんな地域の声を聞

きながらできたではないかという評価がありましたので、今回の第２期についても、

みなさん方のご意見をいただく中で、この計画案を作っていきたい。そういう意図が

ございましたので、それで設置をさせてもらったんです。だけど、結果として、みな

さんご承知のようなことですので、我々としては検討委員会の総意というものが、ま

とまることを期待しておりましたけれども、残念ながらそういうことにはならなかっ

た。今これを立ち上げても、また同じような形になってしまうのではないか。これで

は非常に地域に迷惑をかけてしまうと、それではいけないということであります。 

Ｋ ですので、なぜまとまらなかったのかということを、せめて去年の検討委員１人１

人、聞くなどして、それを私は市教委の方が聞いていただきたい、知っていただきた

い情報だというふうに申し上げているんです。例えば、メンバーシップに問題があっ

たんじゃないかと考える人間もいるわけです。なぜまとまらなかったのか、まとまら

なかったという事実だけを重きにおいてそれで進めていく。なぜまとまらなかったと

お考えですか。 

教 今年に入りまして、いろんな地域の方のご意見を私自身が聞いて参ったんです。そ

れで、検討委員会の委員さんになられた方に、お会いをして、どうですかということ
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を聞いてきたわけです。はっきりおっしゃる委員さんの中には、もう二度と検討委員

会には参加をしたくないという、極端なご意見もある中で、非常に時間をかけてやっ

ていただいたんですけれども、実りがなかったということでございますので、だから、

今立ち上げることについては、非常に難しいと思っています。 

Ｋ ですので、聞くということ、例えば、私も検討委員ですけれども、私はそんなもの

聞かれていないですし、多分、聞かれていないという方もいらっしゃるんで、やはり

その辺は誠実さということになってきますので、聞くんだったら全員の検討委員に聞

かないといけないですし、その場で公にしていくとか、そういうことが必要でないか

と思うんです。それで、例えば一例で示しましたけれども、聞いていただきたいこと

をしっかりと聞いていただきたい。それがないと、今後も説明会を開催しますといっ

ても、いつまで経っても、例えば、ＰＴＡの特別部と市教委の方々の中で、ちっとも

内容も進まない中で、ただただ、説明会だけが回数を重ねていくというようなことに

なりますので、それは私は両者が協力をして、教えてほしいものを引き出す、そして、

知ってほしいことをきちっと知っていただくというような中で、そして、一番最初に

北小のＰＴＡのみなさんにきちっと判断していただけるような材料をもっと提供して

いかないと、今のままでは判断しづらい。賛成するにしても、反対するにしても、判

断しづらいだろうと。そういう状況のまま、実は去年からそういったことを感じてい

るんですけれども、結局は時間だけが過ぎていったというような、印象しかもってい

ませんので、このあたりを今後の説明会の中で、両者が、私たちが知らないといけな

いこともあると思いますけど、そちらの方も知らないといけないことも、やはりきち

っと１つ１つ合意というか、やっていきながら進めていただきたい。その検討委員会

はしませんと、先ほどもおっしゃいましたけれども、そちらが何をもってそう判断さ

れたのかということも、やはりこの場ではわかりませんでしたので、だからと言って、

今すぐ答えてほしいとは言わないですけれども、そのあたりをじっくり教えてほしい

と思っておりますので、その辺のところも、非常に不和が生まれる原因になってしま

いますので、お願いしたいと思うんですけれど、この私のリクエストは答えていただ

けるでしょうか。 

教 非常に分かり易く、ご質問いただいて、おっしゃっていることの趣旨が十分理解で

きましたので、やはり、こういう説明会が実りのあることでないと、言いっぱなし、

聞きっぱなしでは、時間のロスになってしまいますので、こちらの方も十分に情報を

提供するとともに、みなさん方の真意がどこにあるかということについても、十分に

教えていただく、そういうことからも有意義な場に今後こういう会議をしていきたい

と思っておりますので、そういうことでご答弁とさせていただきたいと思います。 

Ｋ ということは、今日、多くの方が質問されましたけれども、それも十分聞いて、今

後の進め方については、それを反映していっていただけるということで理解してよろ

しいんでしょうか。 
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教 結構でございます。 

Ｋ ありがとうございます。私の方からの質問は以上です。 

 

ＰＴＡ会長 徳永氏 

会長 私の方から、今日はみなさんからいろんな意見とか出ましたし、説明会をこれか

ら重ねていくということで、お聞きはしていますけども、今日いただいたみなさんの

質問、意見の中にはこういうものを出してほしいとか、今日はまだ回答をいただけて

いない部分が多々ありますので、今後説明会を重ねていくこと、それから、今日十分

な回答がいただけていないものについては、またそれを説明する機会をきちっと持っ

ていただくこと、それから、ＰＴＡの声なしに一方的に説明会を打ち切るとか、そう

いうことなしに、今後もＰＴＡときっちと話をしながら説明会等を進めていただくこ

と、その辺を約束していただければ、その確認だけ私の方から最後にさせていただき

ます。 

教 今、会長がおっしゃったとおり、対応の方、させていただこうと思います。よろし

くお願いします。 

会長 よろしくお願いします。 

 


